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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被吊設部材を取付けてある複数本の吊りボルトのうち、振れ止め措置対象の吊りボルト
とこれに交差する振れ止めボルトとを交差連結具で係合連結するに、前記交差連結具を構
成する相対回転自在な一対の連結部材のうち、一方の連結部材を、それの中央板部の両端
から同一側に傾斜姿勢で延出されている傾斜板部に形成された一方の吊りボルト又は振れ
止めボルトに対して交差方向から係入自在な凹状の係合部が近接する側に弾性変形操作し
、この一方の連結部材における両係合部を一方の吊りボルト又は振れ止めボルトに対して
交差方向から係合させ、一方の連結部材に加えられていた近接操作力を解除し、この一方
の連結部材の弾性復元力で前記両係合部を一方の吊りボルト又は振れ止めボルトに係合保
持させたのち、他方の連結部材を、それの中央板部の両端から同一側に傾斜姿勢で延出さ
れている傾斜板部に形成された他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに対して交差方向か
ら係入自在な凹状の係合部が近接する側に弾性変形操作し、一方の吊りボルト又は振れ止
めボルトに係合保持されている一方の連結部材に対する回転操作によって他方の連結部材
を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに沿わせた状態で、この他方の連結部材における
両係合部を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに対して交差方向から係合させ、他方の
連結部材に加えられていた近接操作力を解除し、この他方の連結部材の弾性復元力で前記
両係合部を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに係合保持させる吊りボルトへの振れ止
めボルトの係合連結方法。
【請求項２】
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　前記一方の連結部材の両係合部が係合保持されている一方の吊りボルト又は振れ止めボ
ルトに対して、他方の連結部材の両係合部が係合保持されている他方の振れ止めボルト又
は吊りボルトの係合連結位置を変更するに、その位置変更対象である他方の連結部材を、
それの両傾斜板部の係合部が近接する側に弾性変形操作し、他方の連結部材の両係合部と
他方の振れ止めボルト又は吊りボルトとの係合位置を変更したのち、他方の連結部材に加
えられていた近接操作力を解除し、この他方の連結部材の弾性復元力で前記両係合部を他
方の振れ止めボルト又は吊りボルトに係合保持させる請求項１記載の吊りボルトへの振れ
止めボルトの係合連結方法。
【請求項３】
　前記一方の連結部材の両係合部が一方の吊りボルト又は振れ止めボルトに係合保持され
ている状態で、他方の連結部材を一方の連結部材に対して回転操作して、他方の連結部材
を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに沿わせるとともに、他方の連結部材の両係合部
を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに回転方向から係合保持させる請求項１又は２記
載の吊りボルトへの振れ止めボルトの係合連結方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、壁や天井などの構造体に吊設される空調機等の機器類や配管ダクト
類に対する振れ止め措置として、振れ止め措置対象の複数の吊りボルトにわたって振れ止
めボルトを傾斜姿勢で固定連結するなど、振れ止め措置対象の吊りボルトとこれに交差す
る振れ止めボルトとを交差連結具で係合連結する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の棒状体用交差連結具では、両端部を互いに近づける側に弾性変形操作可能な形態
に屈曲形成されている長尺な連結部材の内面側の中央部に、コの字状に屈曲形成された短
尺な連結部材が、屈曲方向を同じ側に向けた状態で相対回転自在に枢支連結されている。
　前記長尺連結部材は、枢支連結孔を備えた中央板部と、これに対して交差する傾斜姿勢
で該中央板部の両端から同一側に延出される傾斜板部と、該両傾斜板部の先端側に延出さ
れる操作板部を備えて構成され、前記両傾斜板部には、一方の棒状体に対してそれに交差
する方向の同一側から係入自在な開口を備えた第１係合部が形成されている。
　前記短尺連結部材の両端には、他方の棒状体に対してそれに交差する方向の同一側から
係入自在なＶ字状の第２係合部が形成されている（特許文献１，２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特公昭６１－２６２８６号公報
【特許文献２】実公昭６２－２８８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の棒状体用交差連結具では、前記二本の棒状体を交差姿勢で係合連結する場合、前
記短尺連結部材の両端に形成されているＶ字状の第２係合部を、手前側に位置する棒状体
に係合し、その状態を維持したまま、前記長尺連結部材の両操作板部を互いに近づける側
に弾性変形操作し、該長尺連結部材の両傾斜板部に形成されている第１係合部を、後方側
に位置する棒状体に対してそれに交差する方向の同一側から係入させたのち、前記両操作
板部に加えられていた近接操作力を解除し、長尺連結部材の弾性復元力で両第１係合部を
棒状体に係合させている。
【０００５】
　しかし、一方の棒状体に対する長尺連結部材の係合位置又は他方の棒状体に対する短尺
連結部材の係合位置を変更する必要が生じたとき、長尺連結部材の両操作板部を互いに近
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づける側に弾性変形操作して、一方の棒状体と両第１係合部の係合を解除すると、短尺連
結部材の両第２係合部と他方の棒状体との係合も同時に解除される。
【０００６】
　そのため、例えば、短尺連結部材が係合されている他方の棒状体に対して、長尺連結部
材の両第１係合部が係合されていた一方の棒状体の位置を変更する必要が生じた場合には
、短尺連結部材の第２係合部を他方の棒状体に押し付けて係合状態を維持し、且つ、長尺
連結部材の両操作板部を互いに近づける側に弾性変形操作したまま、一方の棒状体を他方
の棒状体に対して位置変更分だけ移動操作する必要がある。
【０００７】
　また、長尺連結部材の両第１係合部が係合されていた一方の棒状体に対して、短尺連結
部材が係合されている他方の棒状体の係合位置を変更する必要が生じた場合には、長尺連
結部材の両操作板部を互いに近づける側に弾性変形操作して、短尺連結部材の第２係合部
を他方の棒状体から遊離した係合解除状態に維持し、その状態で一方の棒状体に対して他
方の棒状体を位置変更分だけ移動操作する必要がある。
【０００８】
　それ故に、上述のいずれの場合でも、長尺連結部材の両第１係合部と短尺連結部材の第
２係合部とが同時的に作用する可能性があり、且つ、両棒状体同士が接触して干渉するこ
とがあるため、両棒状体の位置変更操作が煩雑化し、一人作業では手間取り易く、作業性
の低下を招来していた。
【０００９】
　本発明は、上述の実状に鑑みて為されたものであって、その主たる課題は、交差姿勢で
係合連結される両棒状体の位置変更操作を片手で能率良く容易に行うことのできる吊りボ
ルトへの振れ止めボルトの係合連結方法を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　二本の棒状体を交差姿勢で係合連結する棒状体用交差連結具において、一方の棒状体の
二箇所に対して弾性復元力で係合保持可能な係合部を備え、且つ前記両係合部を互いに近
づける側への弾性変形操作で該係合部が係合解除される形態に屈曲形成されている一対の
連結部材が、互いに逆向き姿勢となる背中合わせで相対回転自在に枢支連結されている。
【００１１】
　上記構成によれば、二本の棒状体を交差姿勢で係合連結する場合、枢支連結されている
一対の連結部材の一方をそれの両係合部が近接する側に弾性変形操作し、この連結部材に
おける両係合部間の枢支連結部位を両棒状体の交差重合部位間に位置させた状態で前記両
係合部を一方の棒状体に係合させたのち、該連結部材に加えられていた近接操作力を解除
し、一方の連結部材の弾性復元力で両係合部を一方の棒状体に係合保持させることができ
る。
【００１２】
　他方の連結部材は、一方の棒状体に係合保持された一方の連結部材に対して背中合わせ
で相対回転自在に枢支連結されているため、一方の棒状体及び一方の連結部材に対する特
別な操作が不要で、他方の連結部材をそれの両係合部が近接する側に弾性変形操作して、
この連結部材の両係合部を他方の棒状体に係合したのち、該連結部材に加えられていた近
接操作力を解除するだけで、他方の連結部材の弾性復元力で両係合部を他方の棒状体に係
合保持させることができる。
【００１３】
　また、一方の連結部材が係合保持されている一方の棒状体に対して、他方の連結部材が
係合保持されている他方の棒状体の位置を変更する必要が生じた場合でも、その位置変更
対象である他方の連結部材をそれの両係合部が近接する側に弾性変形操作して、他方の棒
状体との係合位置を変更操作するだけで済む。
【００１４】
　従って、前記両棒状体の交差重合部位間を、背中合わせで相対回転自在に枢支連結され
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た両連結部材の枢支連結部位によって物理的に分断することにより、従来装置のように、
長尺連結部材の両第１係合部と短尺連結部材の第２係合部とが同時的に作用する可能性を
排除することができると同時に、両棒状体同士が接触して干渉することを回避することが
できるため、両棒状体の位置変更操作が簡素になり、交差姿勢で係合連結される両棒状体
の位置変更操作を片手で能率良く容易に行うことができる。
【００１５】
　しかも、前記両連結部材を背中合わせで相対回転自在に枢支連結しながらも、前記両棒
状体に係合保持された状態では、各連結部材が両棒状体の交差重合部位間を装着起点とし
て各棒状体の外周面に沿って装着されるから、両連結部材の端部の外方への張り出し量が
少なくなり、他物との引っ掛かりを抑制することができる。
【００１６】
　二本の棒状体を交差姿勢で係合連結する棒状体用交差連結具において、両端部を互いに
近づける側に弾性変形操作可能な形態に屈曲形成されている一対の連結部材が、互いに逆
向き姿勢となる背中合わせで相対回転自在に枢支連結されているとともに、前記各連結部
材の両側部には、前記棒状体に対して交差方向から係入自在な開口を備えた凹状の係合部
が形成され、前記連結部材の両端部を互いに近づける側への弾性変形操作で前記両係合部
が棒状体に対して係脱自在に構成され、前記連結部材の弾性復元力で前記両係合部が棒状
体に対して係合可能に構成されている。
【００１７】
　上記構成によれば、二本の棒状体を交差姿勢で係合連結する場合、枢支連結されている
一対の連結部材の一方をそれの両係合部が近接する側に弾性変形操作し、この連結部材に
おける両係合部間の枢支連結部位を両棒状体の交差重合部位間に位置させた状態で前記両
係合部を一方の棒状体に対して交差方向から係合させたのち、該連結部材に加えられてい
た近接操作力を解除し、一方の連結部材の弾性復元力で両係合部を一方の棒状体に係合保
持させることができる。
【００１８】
　他方の連結部材は、一方の棒状体に係合保持された一方の連結部材に対して背中合わせ
で相対回転自在に枢支連結されているため、一方の棒状体及び一方の連結部材に対する特
別な操作が不要で、他方の連結部材をそれの両係合部が近接する側に弾性変形操作して、
この連結部材の両係合部を他方の棒状体に対して交差方向から係合させたのち、該連結部
材に加えられていた近接操作力を解除するだけで、他方の連結部材の弾性復元力で両係合
部を他方の棒状体に係合保持させることができる。
【００１９】
　また、一方の連結部材が係合保持されている一方の棒状体に対して、他方の連結部材が
係合保持されている他方の棒状体の位置を変更する必要が生じた場合でも、その位置変更
対象である他方の連結部材をそれの両係合部が近接する側に弾性変形操作して、他方の棒
状体との係合位置を変更操作するだけで済む。
【００２０】
　従って、前記両棒状体の交差重合部位間を、背中合わせで相対回転自在に枢支連結され
た両連結部材の枢支連結部位によって物理的に分断することにより、従来装置のように、
長尺連結部材の両第１係合部と短尺連結部材の第２係合部とが同時的に作用する可能性を
排除することができると同時に、両棒状体同士が接触して干渉することを回避することが
できるため、両棒状体の位置変更操作が簡素になり、交差姿勢で係合連結される両棒状体
の位置変更操作を片手で能率良く容易に行うことができる。
【００２１】
　しかも、前記両連結部材を背中合わせで相対回転自在に枢支連結しながらも、前記両棒
状体に係合保持された状態では、各連結部材が両棒状体の交差重合部位間を装着起点とし
て各棒状体の外周面に沿って装着されるから、両連結部材の端部の外方への張り出し量が
少なくなり、他物との引っ掛かりを抑制することができる。
【００２２】
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　前記各連結部材が、枢支連結孔を備えた中央板部と、これに対して交差する傾斜姿勢で
該中央板部の両端から同一側に延出される傾斜板部と、該両傾斜板部の先端側に延出され
る操作板部を備えて構成され、前記両傾斜板部には、前記棒状体に対して両連結部材の相
対回転方向から係入自在な互いに逆向きの開口を備えた前記係合部が形成されている。
【００２３】
　上記構成によれば、前記各連結部材の両操作板部による弾性変形操作に伴う両傾斜板部
の姿勢変化を利用して、該両傾斜板部に形成された係合部を介して棒状体に容易に係脱す
ることができるとともに、一方の連結部材が一方の棒状体に係合保持された半拘束状態に
あっても、両連結部材が持つ相対回転機能を利用して他方の連結部材の両係合部を他方の
棒状体に容易に係合保持させることができる。
【００２４】
　前記棒状体における少なくとも連結部材との係合箇所には雄ネジ部が形成されていると
ともに、前記係合部には、前記棒状体の雄ネジ部の谷部に対して係合可能な係合爪が形成
されている。
【００２５】
　上記構成によれば、前記係合部の係合爪を棒状体の雄ネジ部の谷部に係合させることに
よって、棒状体に対する連結部材の係合保持力を高めることができる。
【００２６】
　前記各連結部材に、前記係合部の設定係合位置に係入した棒状部材の前記交差方向での
相対離脱移動を接当規制する規制部が形成されている。
【００２７】
　上記構成によれば、前記両棒状体に両連結部材を係合保持させた交差連結状態において
、前記両棒状体又は両連結部材若しくは両者に外力が作用しても、前記係合部の設定係合
位置に係入した棒状部材の前記交差方向での相対離脱移動を接当規制することができるの
で、棒状部材と連結部材との係合連結を良好に維持することができる。
　そして、本発明による第１の特徴構成は、被吊設部材を取付けてある複数本の吊りボル
トのうち、振れ止め措置対象の吊りボルトとこれに交差する振れ止めボルトとを交差連結
具で係合連結するに、前記交差連結具を構成する相対回転自在な一対の連結部材のうち、
一方の連結部材を、それの中央板部の両端から同一側に傾斜姿勢で延出されている傾斜板
部に形成された一方の吊りボルト又は振れ止めボルトに対して交差方向から係入自在な凹
状の係合部が近接する側に弾性変形操作し、この一方の連結部材における両係合部を一方
の吊りボルト又は振れ止めボルトに対して交差方向から係合させ、一方の連結部材に加え
られていた近接操作力を解除し、この一方の連結部材の弾性復元力で前記両係合部を一方
の吊りボルト又は振れ止めボルトに係合保持させたのち、他方の連結部材を、それの中央
板部の両端から同一側に傾斜姿勢で延出されている傾斜板部に形成された他方の振れ止め
ボルト又は吊りボルトに対して交差方向から係入自在な凹状の係合部が近接する側に弾性
変形操作し、一方の吊りボルト又は振れ止めボルトに係合保持されている一方の連結部材
に対する回転操作によって他方の連結部材を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに沿わ
せた状態で、この他方の連結部材における両係合部を他方の振れ止めボルト又は吊りボル
トに対して交差方向から係合させ、他方の連結部材に加えられていた近接操作力を解除し
、この他方の連結部材の弾性復元力で前記両係合部を他方の振れ止めボルト又は吊りボル
トに係合保持させる吊りボルトへの振れ止めボルトの係合連結方法にある。
　本発明による第２の特徴構成は、前記一方の連結部材の両係合部が係合保持されている
一方の吊りボルト又は振れ止めボルトに対して、他方の連結部材の両係合部が係合保持さ
れている他方の振れ止めボルト又は吊りボルトの係合連結位置を変更するに、その位置変
更対象である他方の連結部材を、それの両傾斜板部の係合部が近接する側に弾性変形操作
し、他方の連結部材の両係合部と他方の振れ止めボルト又は吊りボルトとの係合位置を変
更したのち、他方の連結部材に加えられていた近接操作力を解除し、この他方の連結部材
の弾性復元力で前記両係合部を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに係合保持させる点
にある。
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　本発明による第３の特徴構成は、前記一方の連結部材の両係合部が一方の吊りボルト又
は振れ止めボルトに係合保持されている状態で、他方の連結部材を一方の連結部材に対し
て回転操作して、他方の連結部材を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに沿わせるとと
もに、他方の連結部材の両係合部を他方の振れ止めボルト又は吊りボルトに回転方向から
係合保持させる点にある。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施形態を示す空調機器の吊下げ支持構造の正面図
【図２】交差連結具の分解斜視図と組付け斜視図
【図３】交差連結具の組付け時の側面図
【図４】一方の連結部材を圧縮操作したときの正面図
【図５】一方の連結部材をボルトに係合連結したときの断面側面図
【図６】吊りボルトに取り付けたときの交差連結具の斜視図
【図７】吊りボルトと振れ止めボルトとに取り付けたときの交差連結具の斜視図
【図８】本発明の第２実施形態を示す組付け時の側面図
【図９】一方の連結部材の正面図
【図１０】一方の連結部材の側面図
【図１１】一方の連結部材をボルトに係合連結したときの断面側面図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　〔第１実施形態〕
　図１は、構造体の一例であるコンクリート製のスラブＳに吊設された複数本の吊りボル
ト（棒状体の一例）３に、被吊設部材の一例である空調機器１の取付け金具１Ａをナット
２で取付けるとともに、振れ止め措置対象の二本の吊りボルト３にわたって交差姿勢の振
れ止めボルト（棒状体の一例）４を交差連結具Ａで係合連結してある振れ止め措置構造を
示す。
【００３０】
　前記交差連結具Ａは、図２～図７に示すように、両端部を互いに近づける側に弾性変形
操作可能な形態に屈曲形成されている一対の金属製の連結部材５が、互いに逆向き姿勢と
なる背中合わせで相対回転自在に枢支連結手段の一例であるリベット７にて枢支連結され
ているとともに、前記各連結部材５の両側部には、前記ボルト３，４に対して交差方向か
ら係入自在な開口６ａを備えた凹状の係合部６が形成され、前記連結部材５の両端部を互
いに近づける側への弾性変形操作で前記両係合部６がボルト３，４に対して係脱自在に構
成され、前記連結部材５の弾性復元力で前記両係合部６がボルト３，４に対して係合可能
に構成されている。
【００３１】
　前記各連結部材５は、前記リベット７に対する枢支連結孔８を貫通形成してある中央板
部５Ａと、これに対して交差する傾斜姿勢で該中央板部５Ａの両端から同一側に延出され
る傾斜板部５Ｂと、該両傾斜板部５Ｂの先端側に延出される操作板部５Ｃを備えた帯板状
のバネ板部材から構成され、前記両傾斜板部５Ｂには、前記ボルト３，４に対して両連結
部材５の相対回転方向（交差方向）から係入自在な互いに逆向きの開口６ａを備えた前記
係合部６が切欠き形成されている。
【００３２】
　そして、二本の前記ボルト３，４を交差姿勢で係合連結する方法としては、図４～図６
に示すように、枢支連結されている一対の連結部材５の一方をそれの両係合部６が近接す
る側に弾性変形操作し、この連結部材５における両係合部６間の枢支連結部位、つまり前
記中央板部５Ａを両ボルト３，４の交差重合部位間に位置させた状態で前記両係合部６を
ボルト３，４の一方に対して相対回転方向から係合させたのち、該連結部材５に加えられ
ていた近接操作力を解除し、この連結部材５の弾性復元力で両係合部６をボルト３，４の
一方に係合保持させることができる。
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【００３３】
　他方の連結部材５は、図７に示すように、ボルト３，４の一方に係合保持された一方の
連結部材５に対して背中合わせで相対回転自在に枢支連結されているため、一方のボルト
３，４及び一方の連結部材５に対する特別な操作が不要で、他方の連結部材５をそれの両
係合部６が近接する側に弾性変形操作して、この連結部材５の両係合部６をボルト３，４
の他方に対して交差方向から係合させたのち、該連結部材５に加えられていた近接操作力
を解除するだけで、他方の連結部材５の弾性復元力で両係合部６を他方の棒状体に係合保
持させることができる。
【００３４】
　また、一方の連結部材５が係合されている一方のボルト３，４に対して、他方の連結部
材５が係合されている他方のボルト３，４の位置を変更する必要が生じた場合でも、その
位置変更対象である他方の連結部材５をそれの両係合部６が近接する側に弾性変形操作し
て、他方のボルト３，４との係合位置を変更操作するだけで済む。
【００３５】
　それ故に、前記両ボルト３，４の交差重合部位間を、背中合わせで相対回転自在に枢支
連結された両連結部材５の枢支連結部位である前記中央板部５Ａによって物理的に分断す
ることにより、従来装置のように、長尺連結部材の両第１係合部と短尺連結部材の第２係
合部とが同時的に作用する可能性を排除することができると同時に、両棒状体同士が接触
して干渉することを回避することができるため、両ボルト３，４の位置変更操作が簡素に
なり、交差姿勢で係合連結される両ボルト３，４の位置変更操作を片手で能率良く容易に
行うことができる。
【００３６】
　前記各連結部材５の傾斜板部５Ｂには、前記係合部６の設定係合位置６ｂに係入したボ
ルト３，４の前記相対回転方向での相対離脱移動を接当規制する規制部５Ｄがボルト軸芯
方向に沿って一体的に突出形成され、この規制部５Ｄの存在により、前記係合部６が略Ｌ
字状の係合溝に形成され、このＬ字状係合溝６のボルト軸芯方向に沿う係合縦溝部が前記
設定係合位置６ｂとなり、Ｌ字状係合溝６のボルト軸芯方向に対して直交する係合横溝部
の一端側が前記開口６ａに構成されている。
【００３７】
　そのため、前記両ボルト３，４に両連結部材５を係合保持させた交差連結状態において
、前記両ボルト３，４又は両連結部材５若しくは両者３，４，５に外力が作用しても、前
記係合部６の設定係合位置であるＬ字状係合溝６の係合縦溝部内に係入したボルト３，４
の前記相対回転方向での相対離脱移動を接当規制することができるので、ボルト３，４と
連結部材５の係合部６との係合連結状態を良好に維持することができる。
【００３８】
　前記各連結部材５の傾斜板部５Ｂのうち、Ｌ字状係合溝６の係合縦溝部における両端部
の各々には、該係合縦溝部の幅でボルト軸芯方向に沿って切れ込む一対のスリット６ｃを
形成して、この両スリット６ｃ間に、ボルト３，４の外周面全域に形成された雄ネジ部３
ａ，４ａの谷部（ネジ溝）に弾性圧接状態で係合可能な係止爪５Ｅが形成されている。
【００３９】
　前記各連結部材５の傾斜板部５Ｂは、図３～図５に示すように、前記中央板部５Ａに連
続する急傾斜の第１傾斜板部分５ａと前記操作板部５Ｃに連続する緩傾斜の第２傾斜板部
分５ｂとに略への字状に屈曲形成され、この第１傾斜板部分５ａ及び第２傾斜板部分５ｂ
に対して前記係止爪５Ｅがボルト３，４の雄ネジ部３ａ，４ａ側に突出する状態で屈曲形
成されているとともに、前記操作板部５Ｃは、ボルト３，４のボルト軸芯に対して交差す
る急傾斜の第１操作板部分５ｄとこれに対して外方側に傾斜する第１操作板部分５ｅとに
略への字状に屈曲形成されている。
【００４０】
　〔第２実施形態〕
　上述の第１実施形態では、前記各連結部材５の傾斜板部５Ｂを、前記中央板部５Ａに連
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続する急傾斜の第１傾斜板部分５ａと前記操作板部５Ｃ連続する緩傾斜の第２傾斜板部分
５ｂとに略への字状に屈曲形成し、この第１傾斜板部分５ａ及び第２傾斜板部分５ｂに対
して前記係止爪５Ｅをボルト３，４の雄ネジ部３ａ，４ａ側に突出する状態で屈曲形成し
たが、図８～図１１に示すように、前記各連結部材５の傾斜板部５Ｂを、前記両係止爪５
Ｅの先端同士を結ぶ線分と同じ傾斜角度又はこれに近い状態で少なくとも一方の係止爪５
Ｅの先端を通る傾斜角度に設定して、第１実施形態よりも両係止爪５Ｅの曲げ加工数の削
減を図ってもよい。
【００４１】
　特に、当該第２実施形態では、前記操作板部５Ｃ側に位置する係止爪５Ｅの先端を通る
傾斜角度に設定して、該係止爪５Ｅの曲げ加工数を削減してある。
　尚、その他の構成は、第１実施形態で説明した構成と同一であるから、同一の構成箇所
には、第１実施形態と同一の番号を付記してそれの説明は省略する。
【００４２】
　〔その他の実施形態〕
　（１）上述の各実施形態では、前記連結部材５の両係合部６を、前記ボルト３，４に対
して両連結部材５の相対回転方向（交差方向）から係入自在な互いに逆向きの開口６ａを
備えた凹部状に切欠き形成したが、該両係合部６を、前記ボルト３，４に対してそれの交
差方向の同一側から係入自在な開口６ａを備えた凹部状に切欠き形成してもよい。
　さらに、前記連結部材５の両係合部６を、前記ボルト３，４を挿通可能な貫通孔から構
成して、前記ボルト３，４に対する連結部材５のボルト径方向での離脱移動を３６０度の
範囲で防止するように構成してもよい。
【００４３】
　（２）上述の各実施形態では、雄ネジ部３ａ，４ａが外周面全域に形成されているボル
ト３，４を用いたが、前記両係合部６の係合領域又はそれよりも少し大きな領域にのみに
雄ネジ部３ａ，４を形成してあるボルト３，４を用いて実施してもよく、さらに、前記棒
状体が樹脂製の場合は、外周面にネジ部が形成されていなくても、前記両係合部６の端縁
が棒状体の外周面に喰い込むため、棒状体と連結部材との係合連結を良好に維持すること
ができる。
【００４４】
　（３）前記連結部材５の形態としては、両端部を互いに近づける側に弾性変形操作可能
な形態に屈曲形成されているものであればよく、さらに、枢支連結孔８等の枢支連結部を
備えた中央板部５Ａと、これに対して交差する傾斜姿勢で該中央板部５Ａの両端から同一
側に延出される傾斜板部５Ｂと、該両傾斜板部５Ｂの先端側に延出される操作板部５Ｃを
備えている形態が好ましい。
【００４５】
　（４）互いに逆向き姿勢となる背中合わせで相対回転自在に枢支連結される両連結部材
５の枢支連結部位の対向面に低摩擦処理を施して実施してもよい。
【００４６】
　（５）上述の各実施形態では、前記一対の連結部材５を同一形状に構成したが、形状や
長さ、材質等の少なくとも一つが異なる連結部材５同士を組み合わせて構成してもよい。
【００４７】
　（６）上述の各実施形態では、一対の連結部材５を互いに逆向き姿勢となる背中合わせ
で相対回転自在に枢支連結する枢支連結手段としてリベット７を用いたが、ボルト・ナッ
ト等の他の枢支連結部材を用いてもよい。
【００４８】
　（７）上述の各実施形態では、空調機器１の吊下げ支持構造を構成する複数本の吊りボ
ルト３とこれの振れ止め措置を講ずる振れ止めボルト４との係止連結構造について説明し
たが、本発明の技術は棒状体同士を交差姿勢で係合連結するものであれば、あらゆる分野
で使用することが可能である。
【符号の説明】
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【００４９】
３　　　　棒状体（吊りボルト）
３ａ　　　雄ネジ部
４　　　　棒状体（振れ止めボルト）
４ａ　　　雄ネジ部
５　　　　連結部材
５Ａ　　　中央板部
５Ｂ　　　傾斜板部
５Ｃ　　　操作板部
５Ｄ　　　規制部
５Ｅ　　　係止爪

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】



(11) JP 4972148 B2 2012.7.11

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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